
健康福祉局 

【款：総務費 項：総務管理費 目：防災対策費】 

（１） 災害時要援護者支援事業費

災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の把握に努め、避難支援等を実

施するための基礎とする避難行動要支援者名簿を作成・更新するとともに、

避難支援体制の整備に関する取組を進める。 

5,992 

(4,126)



【款：民生費 項：社会福祉費 目：社会福祉総務費】 

(１) 社会福祉功労者顕彰事業費 

地域福祉に顕著な功績のあった者を顕彰し、地域福祉活動の促進と地域連帯意識

の高揚を図る。 

339 

(339)

(２) 民生児童協力委員関係事業費 

民生児童委員に協力して福祉活動を行い、地域福祉協力体制の強化を図る。 

1,266 

(1,716)

(３) 民生児童委員関係事業費 

民生児童委員活動を促進し、要援護者に対する援護の充実及び地域住民の福祉の

向上を図る。 

78,580 

(86,564)

(４) 地域福祉推進事業費 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会が地域福祉活動専門員を配置して取り組む地 

域福祉活動の推進や地域福祉のネットワークの構築、災害時要援護者支援体制の 

基盤づくり等を支援することで地域福祉の推進を図る。 

36,780 

(37,880)

(５) 支え合いの人づくり支援事業費 

新たな地域福祉活動の担い手を育むことを目的として、市が市民活動団体と協働

して市民の福祉に関する関心、意識を高めるための福祉学習講座を実施するほ

か、高校生、大学生が学びを通して、尼崎市内において福祉に関する地域課題の

解決に向けて市民活動団体と協働する取組に要する経費の一部を補助する。 

5,033 

(4,194)

(６) 権利擁護推進事業費 

成年後見に係る専門的な知見を背景に相談から対応、その後の支援まで一体的に

行うとともに市民後見人の養成等を行うことで、高齢者・障害者の権利擁護を図

る。また、権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける中核機関の成年後見等

支援センターにおいて、次の取組を推進する。 

・成年後見制度利用までの期間短縮を図る。 

・支援者の負担軽減等の運用改善に向けて協議、検討を行う。 

・成年後見制度の周知・啓発による理解促進を図る。 

37,586 

(35,346)

(７)

主要

No.47

重層的支援推進事業費 

既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズ

に対応するために、支援会議等を通じて様々な支援機関や地域の支援関係者との

役割分担等による伴走支援に取り組むとともに、ひきこもり等の対象者へのアウ

トリーチや、社会とのつながりを作るための参加支援に一体的に取り組む。 

令和 5 年度は参加支援事業において、個別性の高い支援ニーズにより、既存の制

度や地域資源を利用することが困難な対象者に対し、その特性を理解した受入先

を開拓し、就労機会や社会参加の場の提供を行う。

5,314 

(3,390)

(８) ひきこもり等支援事業費 

ひきこもり等で支援に拒否的であったり、課題に気づいていない当事者に対し、

信頼関係を構築するため、継続的な訪問支援、いわゆるアウトリーチ手法を取り

入れた支援を行い、必要な支援機関につなぐ。また、当事者が集える居場所・家

族交流会を運営し、当事者が参加可能な社会資源の開拓や受け入れ調整に取り組

む。

14,334 

(11,320)



(９) ホームレス実態調査事業費 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」等に基づき、国が行う調査を

兵庫県から受託し、尼崎市内のホームレスの実態を把握するため、巡回による目

視等の調査を行う。

454 

(450)

(10) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定事業費 

住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう高齢者に関わる総合的なサービス提

供体制を計画的に整備するために「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の

改定を行う。 

3,962 

(4,698)

(11) 更生保護活動促進事業費 

更生保護活動の促進を図るため、尼崎市保護司会に各種事業を委託する。

4,075 

(4,075)

(12) 国民生活基礎調査等事業費 

保健、医療、福祉等の基礎的事項を調査し、厚生行政の企画、運営に必要な基礎

資料を得ること等を目的に国が実施する調査を受託する。 

300 

(2,210)

(13) 阪神福祉事業団負担金 

阪神 6 市 1 町で運営している社会福祉施設の安定運営のため、相応分を負担す

る。 

27,361 

(33,779)

(14) 社会福祉関係団体補助金 

尼崎市社会福祉協議会、尼崎市保護司会、尼崎地区更生保護女性会及び尼崎市社

会福祉事業団に対して活動助成を行う。

65,698 

(70,154)

(15) 福祉医療事務協力負担金 

福祉医療制度の円滑な運営の確保を図るため、各医療機関との連絡調整等の事務

処理経費に相当する負担金を医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔道整復師会に交

付する。 

6,254 

(6,254)

(16) 住宅改造支援事業費 

高齢者等の日常生活を支援するため、その身体状況に応じた住宅改造に関して、

相談及び助言を行うとともに改造経費を助成する。 

42,221 

(42,731)

(17) 在宅高齢者等あんしん通報システム事業費 

在宅ひとり暮らし高齢者等における家庭内の事故等による通報に随時（24 時間・

365 日）対応し、在宅ひとり暮らし高齢者等の日常生活の安全確保や不安の解消

を図るため支援する。 

5,578 

 (3,507)

(18) 小災害見舞金 

災害救助法等が適用されない火災、浸水、地震等の小災害による被災者及びその

家族に一定の基準により見舞金を支給する。

（例）単身者  全焼 30,000 円、半焼 20,000 円

680 

(680)

(19) 被災者生活復興資金貸付金利子補給負担金 

平成 30 年台風第 21 号等の被害を受けた世帯で被災家屋の補修等を行う者に対し

て、県が実施する被災者生活復興資金貸付金に係る利子補給の一部を負担する。

2 

(4)



(20) 生活困窮者自立相談支援事業費 

生活困窮者からの相談に応じて生活困窮者の抱える様々な課題に対応した支援計

画を策定し、就労支援をはじめとした各種支援が包括的に行われるよう関係機関

との連絡調整等を行う。また、離職等により住居を喪失した、またはそのおそれ

の高い生活困窮者に対し、住居確保給付金を支給する。 

46,206 

 (75,633)

《住居確保給付金の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

支給件数（件） 69 4,500 2,396 1,620 1,383 954

支給額（千円） 2,921 196,960 104,360 70,647 60,062 41,289

(21) 生活困窮者等就労準備支援事業費 

直ちに一般就労に就くことが難しい生活困窮者等に対して一般就労に従事する準

備としての基礎能力の形成を図るため、就労準備セミナー及びボランティア・職

業体験を組み合わせて支援段階に応じた計画的な支援を行う。 

14,563 

(14,563)

(22) 生活困窮者学習支援事業費 

学業や進学の環境が十分に用意されない生活保護世帯等の子どもが、将来大人と

なり、再び生活保護世帯や経済的困窮状態に至ることを防止するため、地域に子

どもの居場所を確保し、学習への動機付けを含めた支援とともに社会性や他者と

の関係性を育む。また、当事業を利用した子どもの高校中退防止に取り組む。 

13,235 

(13,191)

(23) 行旅死亡人取扱事業費 

行旅死亡人の葬祭及び官報掲載による身内の捜索を行う。 

4,733 

(5,012)

(24) 中国残留邦人等生活支援給付事業費 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づき、対象となる邦人等に対して行わ

れる老齢基礎年金の満額支給に加えて、その者の属する世帯の収入が一定の基準

を満たさない場合に生活保護法の例により支援給付を行い、邦人等が死亡した特

定配偶者に対して配偶者支援金を支給する。 

57,408 

(59,595)

(25) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 

中国残留邦人やその家族が地域の一員として安心した生活ができるよう、日本語

習得に対する支援や医療機関・公共機関等における会話の補助等を実施する。 

4,523 

（4,183)

(26) 配偶者等暴力に関する支援事業費 

配偶者暴力相談支援センターにおいて、関係機関と連携し、ＤＶ被害者の相談か

ら保護、自立まで総合的に支援する。 

1,975 

(2,962)

(27) 社会保障審議会運営事業費 

社会福祉に関する事項を調査審議するため、尼崎市社会保障審議会を設置し運営

する。 

285 

(210)



(28) 北部保健福祉センター維持管理事業費 

保健と福祉の総合相談支援や各種手続き及び乳幼児健診等を行う北部保健福祉セ

ンターの維持管理経費 

① 供用開始  平成 30年 1 月 

② 場   所  塚口さんさんタウン 1 番館 5・6階 

③ 管  理  直営管理

114,721 

 (115,782)

(29) 南部保健福祉センター維持管理事業費 

保健と福祉の総合相談支援や各種手続き及び乳幼児健診等を行う南部保健福祉セ

ンターの維持管理経費 

① 供用開始  平成 30年 1 月 

② 場  所  出屋敷リベル 5階 

③ 管  理  直営管理 

64,783 

(59,899)

(30) 保健・福祉申請受付窓口関係事業費 

各地区の保健と福祉の申請受付窓口を尼崎市社会福祉協議会へ委託することで、

市民の身近な地域の窓口を維持する。 

82,632 

(66,209)

(31) 福祉医療費支給関係事業費 

福祉医療事務の電算処理により、事務の迅速化かつ効率化を図るため、福祉医療

システムの管理及び運用等を行う。

38,424 

(20,786)

(32) 介護保険サービス事業者指定等事業費 

介護保険サービス事業者等の指定・更新等を行う。 

4,195 

(1,809)

(33) 社会福祉法人指導監査等事業費 

社会福祉法人、社会福祉施設等の指導監査を行うことにより、その適正な運営の

確保と福祉サービスの質の向上を図るとともに、社会福祉法人の設立、定款変更

等にかかる事務を行う。 

2,856 

(2,190)

(34) 介護保険事業費会計繰出金 

介護給付費に係る法定負担部分等の制度運営に関する経費を一般会計から介護保

険事業費会計へ繰り出す。 

7,699,421 

(7,573,724)

(35) 市民福祉振興基金積立金 

市民福祉振興基金への積立金 

7,364 

(2,623)

《基金残高の推移》                            （単位：千円） 

元末残高 2 末残高 3 末残高 4 末残高 5 積立 5 取崩 5 末残高 

1,701,862 1,699,499 1,689,498 1,676,610 7,364 24,491 1,659,483

(36) 職員旅費  

職員の出張旅費及び会計年度任用職員の費用弁償

9,180 

(10,044)



【款：民生費 項：社会福祉費 目：障害福祉費】

《障害者（児）の手帳所持者数の推移（各年度末時点）》            （単位：人） 

 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

身体 22,941 23,197 22,622 22,341 21,971

知的 4,833 5,051 5,293 5,540 5,841

精神 4,678 5,177 5,437 5,354 5,526

計 32,452 33,425 33,352 33,235 33,338

(37) 障害者（児）自立支援事業費 

障害者(児)がホームヘルプや通所等のサービスを利用した際にかかる費用の一部

を自立支援給付等として支給する。 

11,926,084 

(10,947,809)

(38) 自立支援医療等事業費 

更生等に必要な医療費を給付することにより、障害を除去、軽減または日常生活

を容易にすること等に資する。 

1,375,105 

(1,413,692) 

(39) 障害者安心生活支援事業費 

地域全体で支えるサービス提供体制である「地域生活支援拠点」の機能が円滑か

つ効果的に進むよう関係機関との連携強化等を図ることで、障害者等の地域生活

を支援する。

14,249 

(14,249)

(40) 補装具交付・修理事業費 

身体障害者（児）等の失われた機能を補うため、必要な器具を交付・貸与、修理

する。 

127,574 

(132,592)

(41) 障害者虐待防止対策事業費 

障害者に対する虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立

の促進、養護者に対する支援等を行う。 

2,584 

(2,586)

(42)

主要

No.50 

障害者（児）相談支援事業費 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、障害福祉サービスの利用等

の支援を行う。

在宅の障害児等がより身近な地域で療育指導・相談を受けることができるよう現

行の支援体制の集約と充実を図り、あわせて障害児通所支援事業所間の連携の充

実に向けたネットワークを構築する。

126,543 

(123,405)

(43) 成年後見制度利用支援事業費 

契約締結等に必要な判断能力が不十分な身寄りのない知的障害者等に代わり、市

が家庭裁判所に対し成年後見等開始の申し立てを行う。また、助成を受けなけれ

ば制度利用が困難と認められる者に対しては、当該制度に係る費用の全部または

一部を助成する。 

11,464 

(8,074)

(44) 重症心身障害者通園事業体制維持補助金 

重症心身障害者が通所する施設に対して、看護職員の配置に係る支援を行うこと

で、安全かつ継続的なサービスの提供体制を確保する。 

1,532 

(1,806)



(45) 手話言語普及啓発事業費 

尼崎市手話言語条例に基づき、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及を

促進するため、市民を対象にした体験講座の開催等を行う。 

651 

(376)

(46)

主要

No.52

意思疎通支援事業費 

聴覚障害者等が、社会生活上外出が必要不可欠な時に、手話通訳者等を派遣する

とともに、その手話通訳者等を養成する。 

意思疎通支援の充実に向けて、手話通訳者等の処遇改善や、養成講座修了者の活

動機会の拡大による技能や意欲の向上、失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の

実施、手話テレビ通訳の導入を行う。 

15,876 

(13,891)

(47) 重度障害者入院時コミュニケーション支援助成事業費 

発語が困難などで入院時に医師等との意思疎通が十分に図れない重度障害者が、

安心した入院生活を送ることができるよう、当該重度障害者との意思疎通に熟練

した者から支援を受けた場合、それに係る費用の一部を助成する。 

150 

(150)

(48)

主要

No.48 

日常生活用具給付等事業費 

在宅心身障害者（児）等に対し、日常生活用具の給付・貸与を行う。 

給付対象品目や公費負担限度額の見直し等を行い、当事者のニーズに合った制度

に改める。 

136,899 

(134,561)

《給付等の推移》                               （単位：件） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

給付等件数 10,390 11,052 11,777 12,575 11,968 12,571

(49) 障害者（児）移動支援事業費 

在宅障害者（児）が指定事業者からガイドヘルプサービスを受けた場合、それに

係る費用の一部を事業者に支給する。 

631,160 

(686,193)

《利用の推移》                               （単位：時間） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

利用時間 317,966 262,366 255,766 305,294 263,504 279,475

(50) 重度身体障害者（児）リフト付自動車派遣事業費 

通常の交通機関を利用することが困難な在宅の重度身体障害者（児）に対して、

自宅から医療機関等への移動手段として、リフト付自動車を派遣する。 

利用回数 1 人年間 48回 

36,473 

(36,329)

《利用の推移》                                （単位：件） 

   元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

利用件数 13,313 11,462 13,557 14,887 14,291 14,763

(51) 重度身体障害者訪問入浴サービス事業費 

重度身体障害者等に対し、家庭に移動入浴車を派遣して、入浴サービスを行う。 

5,455 

(5,976)

《利用の推移》                                （単位：件） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

利用件数 516 415 408 452 417 413



(52) 身体障害者更生訓練費給付事業費 

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している身体障害者に対し、訓練をよ

り効果的に受けられるよう訓練費を支給する。 

373 

(400)

(53) 障害者（児）日中一時支援事業費 

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者

（児）を指定した事業者等で保護し、見守り及び社会に適応するための日常的な

訓練等を行う。 

24,233 

(19,457)

(54) 心身障害者（児）スポーツ大会開催事業費 

市・県のスポーツ大会を通じて機能回復など残存機能の向上を図るとともに、交

流の場や励みとなるよう、その振興を図ることによって障害者の自立更生に寄与

する。 

574 

(559)

(55) 自発的活動支援事業費 

障害者やその家族、地域住民等による自発的な活動に対して、その費用の一部を

助成することにより、障害者等の社会参加や地域における理解の促進を図る。 

750 

(750)

(56) 自動車運転免許取得・改造助成事業費 

身体障害者の自立と社会参加を促進するため、身体障害者手帳所持者が自動車運

転免許を新たに取得する場合、及び就労等に伴い所有又は取得する自動車に改造

が必要な場合、その経費の一部を助成する。 

1,200 

(1,400)

(57) 心身障害者（児）一時保護者事業費 

介護する人の疾病等により、一時的に介護を受けられなくなった心身障害者

（児）を短期間、指定した一時保護者において保護する。 

9 

(89)

(58) 障害者（児）医療費助成事業費 

市内に居住する 1～3 級の身体障害者、ＩＱ50 以下の知的障害者及び 1～2 級の精

神障害者を対象に、国保等による医療費（精神障害者は精神疾患による医療費を

除く）のうち自己負担分（一部負担金相当額を除く）を助成する。（所得制限あ

り） 

1,754,595 

(1,816,271)

《助成の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

対象人員（人） 14,380 14,286 14,154 14,060 13,808 13,616

助成件数（件） 370,095 350,773 359,089 377,842 359,474 352,480

(59) 心身障害者相談事業費 

身体障害者相談員（38 人）、知的障害者相談員（12 人）の相談活動に対する報償

費の支払いや資質向上のための研修を実施する。 

1,184 

(1,166)



(60) 心身障害者（児）対策事業費 

在宅の重度障害者（児）の経済的負担の軽減を図るとともに、社会参加を促進す

るための事業を実施する。 

① 特別障害者手当等の支給

最重度の障害者に特別障害者手当、重度の障害児に障害児福祉手当を支給

② 介護手当の支給 

6 か月以上ねたきりなどで、常時介護を要する 65 歳未満の介護保険サービス

及び障害福祉サービスを利用していない在宅重度心身障害者（児）を介護す

る住民税非課税世帯者に支給 

③ その他心身障害者（児）対策事業 

212,420 

(220,652)

(61) 障害者計画等策定事業費 

障害者計画等の推進に係る取組のほか、毎年度の進捗管理や評価に必要な会議を

開催することで、検証等を行う。また、障害者（児）に対して、障害福祉サービ

ス等を計画的に提供（確保）していくため、障害福祉計画を改定するとともに、

現行の障害者計画等の進捗状況の把握を行うため、アンケート調査を行う。

7,195 

(561)

(62) 差別解消・コミュニケーション支援等検討事業費 

障害者差別に関する相談事例等の共有を図り、差別解消に向けた取組を行ってい

くため、地域の関係機関で構成する協議会を開催する。また、障害特性に応じた

コミュニケーション手段の利用促進に向けた取組の検討を行う。

1,841 

(3,322)

(63) 重度心身障害者（児）福祉タクシー利用料助成事業費 

バスに乗ることが困難な在宅の重度心身障害者（児）に対し、タクシー基本料を

助成する。

利用回数 1 人年間 48回 

25,382 

(29,326)

(64) 心身障害者（児）対策啓発事業費 

市民に対する障害者への正しい理解と認識を深めるための事業を実施するほか、

各種サービスについての周知を図る。 

① 市民福祉のつどい

障害のある人とない人との交流機会の創出を図り、より一層の相互理解を深

めることを目的として、「市民福祉のつどい」を実施する。

② 心身障害者（児）福祉の手引の作成 

2,458 

(2,455)

(65) 身体障害者手帳交付事業費 

身体に障害のある者に対する身体障害者手帳の交付事務（審査及び決定等）を行

う。 

1,008 

(1,014)

(66) 障害福祉サービス事業者指定等事業費 

障害福祉サービス事業者等の指定・更新等を行う。 

4,282 

(2,082)

(67) 障害者自立支援制度支給関係事業費 

障害者自立支援制度支給事務等を円滑に実施するための事務等経費 

30,521 

(31,092)



(68) 障害者福祉総合システム運用事業費 

障害者更生指導台帳、各種の利用状況管理及び障害者総合支援法の事業実施に伴

う事務処理を円滑に進めるため、障害者福祉総合システムの管理及び運用等を行

う。 

31,792 

(31,728)

(69) 身体障害者福祉センター指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による身体障害者福祉センターの管理運営経費 

① 竣工年 昭和 60 年（三反田町 1丁目 1－1、教育・障害福祉 

 センター内 1階及び 2階部分） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造地下 1階地上 5階建て 

延べ床面積 1,153.01 ㎡、敷地面積 1,101.24 ㎡ 

③ 管 理 指定管理（令和 4～8年度・(社福)社会福祉事業団） 

71,385 

(71,395)

(70) 身体障害者福祉センター指定管理関係経費 

身体障害者福祉センターの施設維持管理経費 

8,342 

(7,365)

(71) 身体障害者福祉会館指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による身体障害者福祉会館の管理運営経費 

① 竣工年 昭和 60 年（三反田町 1丁目 1－1、教育・障害福祉 

センター内 2階部分） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造地下 1階地上 5階建て 

延べ床面積 417.13 ㎡、敷地面積 398.78 ㎡ 

③ 管 理 指定管理（令和 4～8年度・(ＮＰＯ)尼崎市 

身体障害者連盟福祉協会） 

4,701 

(4,966)

(72) 身体障害者福祉会館指定管理関係経費 

身体障害者福祉会館の施設維持管理経費

2,784 

(2,305)

(73) 身体障害者福祉会館移転事業費 

尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針 1：再編）に基づき、老朽化した身

体障害者福祉会館が教育・障害福祉センターに移転したことに伴う必要な整備等

を進める。

3,743 

(7,147)

(74) 身体障害者デイサービスセンター指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による身体障害者デイサービスセンターの管理運営経費 

① 竣工年 平成 14 年（七松町 3丁目 8－8） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造 2階建て 

延べ床面積 1,249.58 ㎡、敷地面積 1,950.37 ㎡ 

③ 管 理 指定管理（令和元～5年度・(社福)社会福祉 

事業団） 

81,145 

(80,802)

(75)

主要

No.49

障害者施設開設等サポート事業費 

グループホームを始めとした障害者施設の新規開設時に必要な初度備品や住居の

借り上げ等に要する初期経費、消防設備等の設置経費の一部を補助する。 

利用者の重度化・高齢化に対応するための施設のバリアフリー改修等に要する経

費の一部を補助する。 

9,145 

(2,870)



(76) 乗合自動車特別乗車証交付事業費 

市内居住かつ身体障害者手帳(1～4 級に限る)、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳または被爆者健康手帳の交付を受けている者に対し、市内の停留所で乗車し降

車する場合に限り無料で利用できる特別乗車証（ＩＣカード）を交付する。

275,660 

(268,404)

《交付の推移》                               （単位：枚） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

交付枚数 15,785 16,183 16,572 16,627 17,846 17,846

(77) 地域活動支援センター事業補助金 

在宅障害者への創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会交流促進等を図るた

めに、地域活動支援センターの運営費を補助する。（34 か所）

237,156 

(244,674)

(78) 障害者福祉ホーム事業補助金 

住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を利用させ、日

常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを

目的とする福祉ホームの運営費を補助する。（1か所） 

819 

(1,092)

(79) 障害者小規模作業所運営費等補助金 

在宅障害者へ日常生活訓練、軽作業等の場を提供し、社会参加を促進することを

目的とする小規模作業所の運営費を補助する。（3か所） 

21,339 

(26,529)

(80)

主要

No.51

障害者就労支援事業費 

障害者就労や障害者就労施設の販路拡大等に関する相談や支援を総合的に行う。 

就労系サービス事業所が市内に大幅に増えるなど、障害者に対する就労機会や支

援の場が充足してきたことから、就労実習の場を提供する障害者就労チャレンジ

事業を廃止する。 

31,404 

(34,418)

(81) 児童福祉施設入所心身障害児利用者負担補助金 

児童福祉施設を利用している心身障害児の保護者が負担する費用の一部を補助す

る。 

1,435 

(1,515)

(82) 産休等代替職員費補助金 

民間の知的障害児が通園する施設の職員が出産または傷病により休暇を必要とす

る間、その職員の職務を行わせるための代替職員を臨時的に雇用する場合、その

代替職員にかかる所要経費を補助する。 

1 

(1)

(83) 障害福祉サービス確保支援事業費 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した者が発生した

事業所等に対し、利用者へのサービス継続に必要な経費の一部を補助する。 

4,159 

(4,159)

【款：民生費 項：社会福祉費 目：老人福祉費】

《高齢者の推移（年度末時点）》

 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

市内 65 歳以上人口（人） 126,789 127,410 127,749 127,585 126,887

割合（％） 27.4 27.5 27.6 27.6 27.6

市内 75 歳以上人口（人） 63,315 65,513 66,977 67,187 68,470

割合（％） 13.7 14.2 14.4 14.5 14.9



(84) 敬老関係事業費 

百歳到達者等に対する敬老記念事業、金婚夫婦祝福事業及び老人福祉大会を実施

する。 

5,171 

(5,200)

(85) 地域高齢者福祉活動推進事業費 

各単位福祉協会や社会福祉連絡協議会等の市民活動団体等が実施する地域におけ

る安全安心活動、高齢者のひきこもり防止活動、住民交流事業、学習教養・敬愛

事業等の高齢者福祉活動推進事業に対し、補助金を交付する。 

46,738 

(46,631)

(86) 老人福祉工場施設整備事業費 

名神高速道路の橋脚補強工事に伴い、第３老人福祉工場の敷地内の高速道路の橋

脚付近の支障物件を一旦撤去する必要があることから、支障物件の撤去工事及び

修復工事を行う。 

5,000 

(0)

(87) 高齢者生きがい就労事業費 

介護予防・フレイル対策の取組として、生きがい就労を提供できる民間企業と就

労的活動を行いたい高齢者とのマッチング等を実施し、個人の特性や希望に合っ

た生きがい就労をコーディネートする。 

18,169 

(14,169)

(88) 生活支援サービス体制整備事業費 

生活支援の充実を図るため、住民、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合

等の多様な主体の協働による生活支援サービスの体制整備を行う。 

35,285 

(37,924)

(89) 地域包括支援センター運営事業費 

高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関として、地

域包括支援センターを市内 12 箇所設置し、総合相談や権利擁護等、高齢者の心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行う。 

409,428 

(409,424)

(90) いきいき百歳体操等推進事業費 

身近な地域で気軽に参加できるよう、いきいき百歳体操やフレイルチェック等の

取組を推進し、地域ぐるみの介護予防体制の構築を目指す。 

5,013 

(5,013)

(91) いきいき 100 万歩運動事業費 

介護が必要となる状態を予防するため、65 歳以上の高齢者に対して、ウォーキン

グを奨励し、健康に対する意識啓発を行う。 

6,353 

(6,219)

(92) 高齢者ふれあいサロン運営費補助金 

自主的・定期的に地域で活動するグループ等が地域の高齢者等に対して実施する

交流活動や介護予防に資する活動等に対して補助を行う。 

18,014 

(22,227)

(93) 高齢者緊急一時保護事業費 

虐待や徘徊等により緊急かつ即時に居所が必要となる高齢者を、市と契約する施

設に一定期間保護する。 

2,068 

(1,735)



(94) 栄養・口腔機能低下予防事業費 

65 歳以上の高齢者に対して、「低栄養」「口腔機能低下」予防のための取組を行

う。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施により、栄養・口腔衛生に関する

普及啓発を図る。 

 実施内容 

  栄養士・歯科衛生士・健康づくり推進員等の研修 

280 

(280)

(95) 老人クラブ関係事業費 

老人クラブに国庫補助や県補助を活用し、助成等を行うことで、生きがいと健康

づくりのための多様な活動が行われ、老後の生活を豊かなものとするとともに明

るい長寿社会づくりを目指す。 

29,930 

(29,611)

《老人クラブの推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

クラブ数（クラブ） 320 298 273 288 264 265

会員数（人） 16,313 14,893 13,464 13,945 12,674 12,704

(96) 特別養護老人ホーム等整備事業費 

介護保険事業計画に基づく特別養護老人ホームの整備事業にかかる、建築費の補

助等を行う。また、市内で 5 か所ある軽費老人ホームが、その一部を特別養護老

人ホームとして転換する際に生じる費用の一部を補助する。 

187,332 

(127,800)

(97) 地域介護・福祉空間整備等事業費 

介護保険事業計画に基づく地域密着型の施設の整備事業等に対して、その費用の

一部を補助する。 

債務負担行為（5年度提出分）金額 176,064 

699,609 

(464,006)

(98) 高齢者バス運賃助成事業費 

市内に引き続き 1 年以上居住している 70 歳以上の高齢者に対し、乗合バスの利用

に係る運賃の一部を助成することにより、高齢者の社会参加を支援し、もってそ

の福祉の増進を図る。 

299,855 

(352,729)

《交付の推移》                               （単位：枚） 

種 別 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

乗車払方式 37,914 37,702 36,999 38,193 37,233 37,233

定期方式 9,113 8,153 7,777 8,489 7,104 7,104

(99) ねたきり老人理美容サービス事業費 

ねたきりの高齢者を対象に、理美容の出張サービスを行う。 

8 

(8)

(100) 老人福祉施設措置費 

養護老人ホーム等の入所措置経費 

152,268 

(148,631)

(101) 日常生活用具給付事業費 

独居の高齢者等に対し、電磁調理器などの日常生活用具の給付を行う。 

189 

(198)



(102) 認知症対策推進事業費 

認知症の人やその家族、介護者等が住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

よう、位置情報検索システム機器の利用料の助成や認知症高齢者等個人賠償責任

保険など認知症の人を支える取組を総合的に推進する。 

2,914 

(2,728)

(103) 高齢者元気アップ活動情報発信等事業費 

地域での介護予防活動を紹介するパンフレットの設置・配布など、地域での介護

予防活動の支援を強化する。 

154 

(1,307)

(104) 高齢期移行助成事業費 

市内に居住する 65 歳～69 歳で、身体的理由等により日常生活に支障がある特別

な配慮が必要な者を対象に、国保又は社保による医療費のうち自己負担分（一部

負担金相当額を除く）を助成する。（所得制限あり） 

3,341 

(4,989)

《助成の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

対象人員（人） 217 113 67 49 45 30

助成件数（件） 6,148 3,135 1,982 1,501 1,207 857

(105) 高齢者移送サービス事業費 

要介護 4 または 5 の認定を受けている在宅高齢者に対して、通院時等外出が必要

な場合に、その支援として移送サービスを実施する。 

10,658 

(10,391)

(106) 高齢者等見守り安心事業費 

高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らせるように、地域住民等による見守り

体制の構築を図る。 

11,607 

(11,580)

(107) 軽費老人ホーム運営費補助金 

軽費老人ホームの健全な育成を図り、老人福祉行政の円滑な推進に資するために

設置・運営する社会福祉法人に対して、運営補助を行う。 

63,501 

(63,072)

(108) 産休等代替職員費補助金 

養護老人ホーム及び軽費老人ホーム（それぞれ特定施設入所者生活介護指定事業

を除く。）の職員が出産または傷病により休暇を必要とする間、その職員の職務

を行わせるための代替職員を臨時的に雇用する場合、その代替職員にかかる所要

経費を補助する。 

1 

(1)

(109) 介護保険利用者負担軽減対策事業費 

介護サービスの継続的な利用促進を図るため、社会福祉法人が生計困難者に対し

て利用者負担の軽減を行う場合、その軽減分の一部を助成する。 

3,877 

(3,087)

(110) 訪問看護師・訪問介護員安全確保事業費 

訪問看護師、訪問介護員が介護保険の訪問サービスを提供する際に、利用者やそ

の家族等からの暴力行為等により 2 人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び

家族等の同意が得られず、介護報酬上の 2 人訪問加算が適用できない場合に、加

算相当額の一部を補助することで複数での訪問を促し、訪問看護師、訪問介護員

のメンタルヘルス対策、事業所管理者の対応能力向上等を推進する。 

100 

(518)



(111) 介護人材確保支援事業費 

高齢者人口の増加に係る介護需要の増加にも関わらず、介護に従事する人材が不

足していることから、研修費用の助成や研修機会の提供等を行うことで、介護人

材の確保に努める。 

5,092 

(6,529)

(112) 介護サービス確保支援事業費 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した者が発生した

事業所等に対し、利用者へのサービス継続に必要な経費の一部を補助する。 

245,658 

(61,203)

(113) 衛生管理体制確保支援事業費 

介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、①簡

易陰圧装置の設置に要する費用、②多床室の個室化改修に要する経費、③生活空

間の区分けを行うゾーニング環境等の整備に要する経費を補助する。 

106,836 

(108,812)

(114) （仮称）健康ふれあい体育館整備事業費 

尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針 1：再編）に基づき、老朽化が著し

い武庫体育館及び福喜園の機能を統合した施設の整備を進める。 

209,700 

(155,300)

【款：民生費 項：社会福祉費 目：老人福祉センター費】

(115) 老人福祉センター指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による老人福祉センターの管理運営経費 

・総合老人福祉センター   

① 竣工年 昭和 58 年（東難波町 4丁目 9－25） 

②  構造等 鉄筋コンクリート造 3階建て 

延べ床面積 2,222.35 ㎡、敷地面積 2,333.47 ㎡

③ 管 理 指定管理（令和元～5年度・（社福）尼崎市 

社会福祉協議会） 

・老人福祉センター 

（鶴の巣園、千代木園、福喜園、ワークセンター和楽園） 

① 竣工年 昭和 45 年～平成 18 年 

② 構造等 鉄筋コンクリート造等 

③ 管 理 指定管理（令和元～5年度・（社福）尼崎市 

社会福祉協議会） 

207,028 

(207,028)

(116) 老人福祉センター施設整備事業費 

尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針 2：予防 

保全）に基づき、予防保全による施設の長寿命化に向け、 

ワークセンター和楽園の長寿命化改修工事を実施する。 

180,073 

(14,381)



【款：民生費 項：児童福祉費 目：児童福祉総務費】

(117)

主要

No.27

乳幼児等医療費助成事業費 

市内に居住する乳幼児等（0 歳から小学 3 年生まで）を対象に、国保又は社保に

よる医療費のうち自己負担分（一部負担金相当額を除く）を助成する。 

子育て世帯への支援の充実のため、令和 4 年 7 月より助成制度の拡充を行ったと

ころであるが、令和 5年 7月より更なる拡充を行う。 

993,021 

(943,070)

《助成の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

対象人員（人） 30,356 30,051 29,587 31,218 30,707 31,067

助成件数（件） 456,894 337,402 410,021 463,382 453,105 469,224

(118) 母子家庭等医療費助成事業費 

市内に居住する母子家庭等を対象に、国保又は社保による医療費のうち自己負担

分（一部負担金相当額を除く）を助成する。（所得制限あり） 

 90,769 

(125,842)

《助成の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

対象人員（人） 4,338 4,128 3,920 3,845 2,751 2,114

助成件数（件） 49,252 41,002 44,378 44,573 35,796 30,380

(119) こども医療費助成事業費 

市内に居住するこども（小学 4 年生～通院は中学 3 年生、入院は高校 3 年生）を

対象に、国保又は社保による医療費のうち自己負担分（一部負担金相当額を除

く）を助成する。 

393,123 

(236,290)

《助成の推移》（入院） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

助成件数（件） 352 298 269 509 443 524

《助成の推移》（通院） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

対象人員（人） 14,761 14,491 14,394 19,290 18,459 20,391

助成件数（件） 121,216 96,239 110,295 140,531 158,011 175,820

(120) 障害児通所支援等給付費 

児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援等に係る給付費を支

給する。 

4,293,841 

(3,450,096)

(121) 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費 

軽・中度難聴児の補聴器購入費等の負担軽減を図るため、その経費の一部を助成

する。

444 

(364)

【款：民生費 項：児童福祉費 目：児童措置費】

(122) 助産施設措置費 

経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦に対して、助産を実

施する。 

2,879 

(3,399)



(123) 母子生活支援施設措置費 

夫の暴力等から逃れるため、また自立助長を図るため、母子生活支援施設に入所

させることが望ましい母子を保護する。 

135,520 

(130,097)

【款：民生費 項：児童福祉費 目：あこや学園費】

(124) あこや学園指定管理者管理運営事業費 

指定管理者によるあこや学園の管理運営経費 

① 竣工年 平成 18 年（三反田町 1丁目 1－1） 

② 構造等 鉄骨造 2階建て 

延べ床面積 965.12 ㎡、敷地面積 2,275.22 ㎡ 

③ 管 理 指定管理（令和 4～8年度・(社福)社会福祉事業団） 

153,632 

(151,478)

(125) あこや学園指定管理関係経費 

あこや学園の施設維持管理経費

274 

(132)

【款：民生費 項：児童福祉費 目：たじかの園費】

(126) たじかの園指定管理者管理運営事業費 

指定管理者によるたじかの園の管理運営経費 

① 竣工年 昭和 60 年（三反田町 1丁目 1－1、教育・障害福祉 

 センター内 1階部分） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造地下 1階地上 5階建て 

延べ床面積 1,510.88 ㎡、敷地面積 1,443.29 ㎡ 

③ 管 理 指定管理（令和 4～8年度・(社福)社会福祉事業団） 

160,464 

(157,319) 

(127) たじかの園指定管理関係経費 

たじかの園の施設維持管理経費 

10,991 

(8,473)

(128) たじかの園施設整備事業費 

たじかの園の一時移転に伴う経費 

4,050 

(0) 

【款：民生費 項：生活保護費 目：生活保護総務費】

(129) 生活保護安定運営対策等事業費 

生活保護制度の安定運営を確保するため、適正運営の推進及び事務処理の効率化

等を図ることにより、生活保護実施水準の一層の向上に資する。 

《主な事業》 

・自立生活支援事業 

・居住不安定者等居宅生活移行支援事業 

・退院促進個別援助事業 

・精神障害者退院促進事業 

・診療報酬明細書点検等充実事業 

・年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業 

・面接体制充実事業 

19,045 

(19,536)

(130) 生活保護システム等運用事業費 

生活保護事業のより適正な運営及び効率的な事務処理を図るため、生活保護シス

テム及び電子レセプトシステムの管理及び運用を行う。 

75,743 

(64,442)



(131) 職員旅費   

職員の出張旅費及び会計年度任用職員の費用弁償

9,626 

(8,727)

【款：民生費 項：生活保護費 目：扶助費】

《生活保護の推移》 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

被保護世帯（世帯） 13,794 13,703 13,579 13,588 13,547 13,547

被保護人員（人） 17,786 17,499 17,227 17,251 17,087 16,952

保護率(%) 3.94 3.88 3.77 3.78 3.75 3.72

(132) 医療費等審査支払事務費 

生活保護法に基づく医療扶助費の診療報酬及び介護扶助費の介護給付費の審査及

び支払いを委託する。 

31,437 

(31,791)

(133) 要介護認定調査事務費 

介護扶助を決定するために必要な要介護認定調査を委託する。 

1,369 

(1,290)

(134) 救護施設措置費 

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者

を入所させて、生活扶助を行う。 

385,424 

(398,214)

(135) 日常生活支援住居施設委託事務費 

単独での居住が困難な生活保護受給者への支援のため、日常生活支援住居施設の

運営を委託する。 

7,238 

(6,483)

(136) 生活扶助費 

生活保護法に基づき、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な費用を扶

助する。 

9,241,562 

(9,475,418)

(137) 住宅扶助費 

生活保護法に基づき、家賃・間代・家屋補修その他住宅維持のために必要な経費

を扶助する。 

5,663,973 

(5,673,197)

(138) 教育扶助費 

生活保護法に基づき、義務教育に伴う必要な教材代・給食費などを扶助する。 

108,233 

(118,133)

(139) 医療扶助費 

生活保護法に基づき、医療費・治療材料費などを扶助する。 

15,311,760 

(15,406,776)

(140) 介護扶助費 

生活保護法に基づき、介護サ－ビスの利用に必要な費用を扶助する。 

698,153 

(666,277)

(141) 出産扶助費 

生活保護法に基づき、出産費・衛生材料費を扶助する。 

7,872 

(9,737)



(142) 生業扶助費 

生活保護法に基づき、生業に必要な資金、技能修得や就職に必要な経費を扶助す

る。 

46,347 

(49,586)

(143) 葬祭扶助費 

生活保護法に基づき、火葬又は埋葬、死体の運搬、その他葬祭に必要な費用を扶

助する。 

67,644 

(62,857)

(144) 就労自立等給付金費 

生活保護法に基づき、被保護者の就労による自立を促進するため、安定した職業

に就いたこと等により保護を必要としなくなった者に対して就労自立給付金を支

給する。また、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため、大学等

へ進学した者に対して、進学準備給付金を支給する。 

12,569 

(12,370)

《扶助費の推移》                             （単位：千円） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

救護施設 412,743 392,849 376,569 398,214 386,852 385,424

日住施設 - 932 6,156 6,483 7,203 7,238

生活 9,909,883 9,603,287 9,332,597 9,475,418 9,304,392 9,241,562

住宅 5,740,596 5,714,941 5,680,582 5,673,197 5,674,676 5,663,973

教育 104,218 102,269 97,488 118,133 106,606 108,233

医療 16,082,769 14,949,177 14,784,168 15,406,776 14,900,130 15,311,760

介護 655,730 652,645 667,133 666,277 687,530 698,153

出産 2,687 9,730 6,496 9,737 7,389 7,872

生業 44,530 47,074 47,352 49,586 43,382 46,347

葬祭 59,230 62,484 70,514 62,857 66,908 67,644

就労自立等 11,281 13,813 11,468 12,370 13,701 12,569

計 33,023,667 31,549,201 31,080,523 31,879,048 31,198,769 31,550,775



【款：衛生費 項：保健衛生費 目：保健衛生総務費】 

(１) 尼崎健康医療財団補助金 

休日夜間急病診療所、小児救急医療電話相談の運営に対する補助を行う。 

168,834 

 (236,941)

(２) 初期救急医療対策事業費 

休日夜間の小児科診療について、午前 0 時以降は、受診ルールに基づき、県

立尼崎総合医療センターで受け入れる体制を維持する。また、保護者に対し

小児救急医療の適正な受診を促すための啓発を実施する。 

47,083 

(46,927)

(３) 休日夜間急病診療所整備事業費 

市内における休日夜間の 1 次救急医療を担う唯一の公的医療機関である休日

夜間急病診療所については、築後 48 年が経過し、老朽化や狭隘化のほか、感

染対策が十分でないなどの課題を抱えていたことから、新たに公の施設とし

て整備する。（令和 7年度移転予定） 

債務負担行為（5年度提出分）金額 492,666

363,441 

(4,562)

(４) 尼崎口腔衛生センター事業補助金 

休日急病歯科診療、心身障害者（児）歯科診療、歯科疾患の予防、歯科検診

業務及び歯科医師等の障害者歯科診療等に係る人材育成事業に対する補助を

行う。 

57,265 

(53,143)

(５) 保健衛生・生活衛生システム事業費 

保健衛生と生活衛生の業務に係るシステムを運用して、事務の簡素化・効率

化を図る。 

58,379 

 (28,906)

(６) 保健関係等事務協力負担金 

本市が実施する保健関係等事業の円滑な運営の確保を図るため、各医療機関

との連絡調整等の事務処理経費に相当する負担金を医師会・歯科医師会に交

付する。 

55,685 

(55,685)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：感染症対策費】 

(７) 感染症対策事業費 

感染症法に基づき、病原体に汚染された場所の消毒等の防疫活動を行うとと

もに、発生動向調査に基づく疫学調査・病原体検査を実施することで、感染

症の発生予防及びまん延防止を図る。 

8,003 

(1,033,050)

(８) 特定感染症検査等事業費 

エイズ等の性感染症、ウイルス性肝炎及び風しんその他感染症の予防対策と

して、相談業務や血液検査を実施し、感染の早期発見・早期治療を図るとと

もに、啓発用リーフレット等の配布や講習会を開催することで、正しい知識

の普及啓発を図る。 

2,422 

(2,413)



【款：衛生費 項：保健衛生費 目：予防接種費】 

(９) 予防接種事業費 

感染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防するため、法令で定められた対

象者等に対して予防接種を行う。 

令和元年度からの 3 か年事業であった風しん第 5期定期接種事業（昭和 37 年

4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性に対して抗体検査を実施し、結

果が陰性だった者に対し、予防接種を行う）を令和 6年度末まで延長する。 

1,363,811 

(1,354,994)

《予防接種の推移》                             （単位：人）

接種者数 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

Ｈｉｂ感染症 

（H22.7 月開始） 
14,209 14,653 13,852 14,540 13,419 14,237

小児の肺炎球菌感染

症 （H23.1 月開始） 
14,392 14,492 13,483 14,562 13,442 14,242

Ｂ型肝炎 

（H28.10 月開始） 
10,701 10,782 10,342 10,846 9,798 10,608

四種混合 

（H24.11 月開始） 
14,587 14,581 13,948 14,694 12,943 14,371

三種混合 0 3 0 0 0 0

不活化ポリオ 

（H24.9 月開始） 
8 2 0 33 0 3

ＢＣＧ 

（H30.1 月委託化） 
3,595 3,709 3,526 3,696 3,245 3,610

麻しん・風しん混

合 
6,855 6,897 6,581 6,906 7,020 6,777

麻しん 2 1 1 2 0 1

風しん 2 0 1 1 0 1

水痘 

（H26.10 月開始） 
6,750 7,211 6,689 6,957 6,390 6,883

日本脳炎 13,787 13,807 7,770 14,101 16,686 13,797

二種混合 2,108 2,541 2,258 2,257 2,225 2,302

ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ感染

症 (H23.1 月開始) 
120 479 1,742 9,238 3,584 6,797

ロタウイルス 

（R2.10 月開始） 
- 3,510 8,547 7,800 7,927 8,387

問診のみ 513 197 248 414 272 318

高齢者インフルエ

ンザ 
60,262 82,881 68,164 58,949 76,128 64,209

高齢者肺炎球菌感

染症（H26.10 月開始）
3,781 4,725 4,105 6,379 3,391 4,081

風 し ん （ 大 人 ）

（H31.4 月開始） 
563 731 350 593 579 579



(10) 風しん予防接種推進事業費 

妊娠 20 週頃まで（特に妊娠初期）の妊婦が風しんウイルスに感染すると、先

天性風しん症候群を発症する可能性があるため、抗体検査によって風しんの

抗体が十分でないことが判明した「妊娠を希望する女性やその同居家族等」

に対する予防接種費用の一部助成を令和 6年度まで延長する。 

386 

(373)

(11) 予防接種事故医療費負担金 

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害を受けた者への救済措置とし

て医療費、医療手当及び障害年金を給付する。 

3,890 

(3,895)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：結核予防費】 

(12) 結核対策事業費 

① 住民結核定期健康診断 

  65 歳以上の者及び結核ハイリスク者（ホームレス、生活保護受給者等）

に対して胸部エックス線検査等を実施する。 

② 結核接触者健康診断 

  感染症法に基づく積極的疫学調査により感染が疑われる者に対して、接 

触者健康診断（胸部エックス線検査・ツベルクリン反応検査・ＩＧＲＡ

検査等）を保健所で実施する。 

③ 結核予防普及啓発事業 

結核に対する正しい知識の普及を図るため、健康教育・啓発用リーフレ

ットの配布等を実施する。 

④ 結核定期健康診断実施費補助 

結核定期健康診断を実施する大学・専門学校・特別養護老人ホーム等の 

設置者に対して経費の補助を行う。 

9,182 

(9,152)

《結核定期健康診断実施費補助の推移》                  （単位：件）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

補助施設数 32 33 34 34 35 34 

⑤  結核対策特別促進事業

結核患者を確実に治癒に導いていくため継続的な服薬支援を行う。 

また、市内医療機関等における服薬支援が円滑に行われるよう研修会を

行う。 

⑥  結核管理検診 

結核登録患者に対して精密検査を行い、結核再発の防止や、早期発見・

早期治療に努める。 

(13) 結核医療事業費 

結核患者の早期治療と医療費の負担軽減を図るため、感染症法に基づく公費

負担を行う。また、児童福祉法に基づき、骨関節結核その他の結核にかかり

長期の入院が必要となった児童に対し、医療費等の給付を行う。 

40,487 

(28,629)

《公費負担の推移》                           （単位：件）

公費負担件数 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

結核医療 1,203 871 785 1,017 661 954

入院医療 162 115 179 160 157 162



【款：衛生費 項：保健衛生費 目：予防衛生費】 

(14) 健康サポート事業費 

健康増進法に基づき、生活保護受給者等に対して受診券を発送し、生活習慣

病予防のための健診と事後指導を実施する。 

・実施場所 市内委託実施医療機関、巡回健診会場 

8,949 

(8,537)

(15) 健康づくり事業費 

意識や行動変容を見出しやすい節目の層を対象に、健康習慣の確立に向けた

健康教育や、骨量測定結果に基づく健康教育、たばこの健康影響に関する普

及啓発を行う。また、健康づくり推進員を育成し活動支援を行う。 

1,218 

(1,216)

(16) がん検診事業費 

がんの早期発見、早期治療につなげるためにがん検診を実施し、市民のがん

予防に対する意識啓発を図る。 

161,561 

(150,998)

① 胃がん検診 

保健所での胃がん検診を廃止し、検診機関の受入可能枠を最大限活用す

ることで、複数の検診等が同時に受診可能となるほか、土曜・日曜も含

めて検診受付時間を拡大するとともに、自己負担額を引き下げることで

受診率の向上につなげる。 

（胃部エックス線検査） 

・対 象  40 歳以上の市民、実施回数は 1年度に 1回 

・実施場所 市内実施医療機関及び健診機関等 

・内 容  問診、胃部エックス線検査 

40・45・50・55・60 歳の市民に個別勧奨通知を送付、うち 40 歳は無料

とし受診促進を図る。 

《検診の推移》                            （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 3,278 2,376 2,984 3,532 2,810 3,434

          ※胃内視鏡検査の受診者数を含む 

（胃内視鏡検査） 

・対 象  50 歳以上の市民、実施回数は 2年度に 1回 

・実施場所 市内実施医療機関 

・内 容  問診、胃内視鏡検査 

② 子宮頸がん検診 

・対 象  20 歳以上の市民（女性）、実施回数は 2年度に 1回 

・実施場所 市内実施医療機関及び健診機関 

・内 容  問診、視診、子宮頸部細胞診検査 

20・25・30・35・40・45・50・55・60 歳の市民に個別勧奨通知を送付、

うち 20 歳は無料とし受診促進を図る。 

《検診の推移》                            （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 4,947 4,205 4,924 4,340 4,776 4,692



③ 乳がん検診 

・対 象  40 歳以上の市民（女性）、実施回数は 2年度に 1回 

・実施場所 市内実施医療機関及び健診機関等 

・内 容  問診、視触診、マンモグラフィ検査及び自己触診法の指導 

40・45・50・55・60 歳の市民に個別勧奨通知を送付、うち 40 歳は無料

とし受診促進を図る。 

《検診の推移》                            （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 5,261 4,184 5,224 4,492 5,101 5,005

④ 大腸がん検診 

・対 象  40 歳以上の市民、実施回数は 1年度に 1回 

・実施場所 保健所（巡回健診会場を含む）、市内実施医療機関及び健

診機関 

・内 容  問診、便潜血反応検査 

40・50・60 歳の市民に個別勧奨通知を送付、うち 40 歳は無料とし受診

促進を図る。 

《検診の推移》                            （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 15,208 11,508 13,323 13,434 13,790 14,520

⑤ 肺がん検診（胸部検診） 

  肺がん、結核及びアスベスト関連疾患の早期発見を図るとともに、肺が

ん検診の受診者数・受診率の向上に向けて、集団健診会場以外で「肺が

ん検診バス」による巡回検診を実施する。 

・対 象  40 歳以上の市民、実施回数は 1年度に 1回 

・実施場所 保健所（巡回健診会場を含む）及び健診機関 

・内 容  問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診検査（必要者） 

40・45・50・55・60 歳の市民に個別勧奨通知を送付、うち 40 歳は無料

とし受診促進を図る。 

《検診の推移》                            （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 7,601 4,883 7,909 6,641 8,649 8,712

(17) がん患者アピアランスサポート事業費 

がん患者の外見変化に対する心理的負担及び経済的負担の軽減のため、外見

変化に対する補正具の購入費用の一部を兵庫県と協調して助成する。 

《助成の推移》               （単位：件）

2,530 

(2,530)

 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

助成件数 57 57 84 57

(18) 難病対策事業費 

難病患者の抱える不安や療養及び日常生活相談等に対し、教室や相談、交流

会等を実施し、身体的、精神的負担の軽減を図り、難病患者やその家族の支

援を行う。 

1,644 

(1,644)



(19) 骨髄等移植ドナー助成事業費 

骨髄又は抹梢血管細胞の提供を行った者を対象とし、助成金を交付すること

によって、骨髄等の提供に伴う身体的、精神的又は経済的負担の軽減を図

り、もって骨髄等の移植及び骨髄等の提供希望者の登録の推進を図る。 

800 

(800)

(20) 小児慢性特定疾病対策事業費 

小児慢性特定疾病治療にかかる医療費の一部助成と、日常生活用具の給付を

行い、保護者の負担軽減を図る。また、相談事業及び自立支援員を設置し、

児童の自立や成長支援を図る。 

190,230 

(225,808)

(21) 健康相談事業費 

呼吸器疾患に不安のある者に対し、相談を通して日常での疑問、不安に応え

る。特に、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の予防及び早期発見・治療のた

め、肺年齢測定や保健指導、及びＣＯＰＤの認知度向上に向けた普及啓発を

行う。 

① 実施場所 保健所ほか      

② 実施回数 70 回 

③ 実施人数 789 人 

1,260 

(1,307)

(22) 健康診査等事業費 

南北保健福祉センターの健診来所者に問診・調査を行い、アレルギー素因の

ある者に対して、指導、医療機関の受診勧奨等を行う。 

4,754 

(5,380)

(23) ぜん息児童水泳等訓練事業費 

水泳等訓練を行うことにより、当該児童の健康の回復、保持増進を図る。 

①  対象者   市内の気管支ぜん息り患児童のうち 3歳児から小学 6年生 

②  実施場所 ハーティ 21 

③  実施時期 令和 5年 4月～令和 6年 3月 

       第 1期（4月～7月）第 2期（8月～11月） 

第 3期（12 月～3月） 

④  実施回数 延べ 372 回 

⑤ 募集定員 600 人（各期 200 人） 

34,751 

(34,251)

(24) 医薬品備蓄事業費 

災害時における医薬品を確保するため、尼崎市薬剤師会に救急医薬品等を備

蓄する。 

662 

(460)

(25) 歯周疾患検診事業費 

40・50・60・70 歳を対象に歯科健診を実施し、これをきっかけにかかりつけ

歯科を持ち、定期健診及び予防措置を受ける習慣を定着させることにより、

歯の喪失を防ぐとともに全身の健康の保持増進に寄与する。 

実施場所 市内委託実施歯科医療機関 

7,472 

(6,878)



(26) 肝炎ウイルス検診事業費 

肝炎ウイルス感染の早期発見、早期治療を図るため、40 歳以上の未受診者に

対して検診を実施する。また、40 歳から 70 歳までの 5 歳刻み年齢に達した

未受診者に無料となる個別勧奨通知書を送付し、受診促進を図る。 

① 実施場所 保健所（巡回検診を含む）、市内委託実施医療機関及び 

ハーティ 21 等 

② 内 容   問診、Ｃ型肝炎ウイルス検査、Ｂ型肝炎ウイルス検査 

21,927 

(21,927)

《検診の推移》                         （単位：人）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

受診者数 5,578 5,402 5,791 4,836 5,706 4,630

(27) 医務薬務事業費 

医療法や医薬品医療機器等法等に基づく、市内医療機関等の許認可、監視指

導等を行う。 

3,550 

(3,498)

(28) 在宅当番医制運営補助金 

休日及び夜間における産婦人科救急医療に対する運営費の補助を行い、産婦

人科治療を必要とする救急患者のための医療体制の整備を図る。 

実施場所 市内の産婦人科 7施設 

20,403 

 (20,313)

(29) 第 2次救急医療補助金 

休日及び夜間における本市の第 2 次救急医療体制について、①365 日の確実

な受入体制の確保、②専門科目ごとの体制の確立、③当日の受入体制の把握

といった環境の整備を図るため、病院群輪番制に参加する医療機関の運営に

要する経費の補助を行う。 

また、阪神医療福祉情報ネットワーク協議会で運営している 2 次救急システ

ムに要する経費について、阪神 6 市 1 町（尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹

市・川西市・宝塚市・猪名川町）で負担する。 

34,860 

(34,545)

(30) 兵庫県救急医療情報システム運営費分担金 

災害医療に関わる情報を収集・提供し、迅速かつ適切な医療活動を支援する

ことを目的としたシステムの運営費を一部負担する。 

3,632 

(3,617)

(31)

主要

No.56

たばこ対策推進事業費 

歩きたばこや吸い殻のポイ捨ての禁止など喫煙に関するマナーの向上を図る

ため、たばこ対策推進条例の認知度アップに向けて啓発活動を強化するとと

もに、路上喫煙禁止区域の拡大や喫煙所の整備等、総合的な取組を行う。 

53,437 

(2,570)

(32)

主要

No.54

生活習慣病予防ガイドライン推進事業費 

① 未来いまカラダ戦略事業 

ライフステージに応じた生活習慣病予防対策の一環として、市独自に作

成した学校教材副読本「みんなで考える尼崎の健康」を活用し、小・中

学校を対象にした授業を実施するとともに、生活習慣病予防に係る保健

指導や学習支援ができるよう、これらに関わる職員に対する専門研修を 

行う。 

また、小中学生に対する生活習慣病予防の教材を費用対効果の観点から

見直しを行う。 

2,103 

(3,423)



主要

No.53

② 保育所・幼稚園生活習慣教育事業 

将来の生活習慣病予防に向け、保育所・幼稚園共通の教材を用いて、幼

児のうちから基礎的な生活習慣病予防の教育を行う。 

③ 高血圧ゼロのまち推進事業 

  生活習慣病の大きな危険因子である「高血圧」について、その基準値

や、定期的な測定の必要性等の理解を進める普及啓発を行う。 

また、コロナ禍の影響による血圧の有所見率の悪化等を踏まえ、高血圧

予防の取組を拡充する。 

(33) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 

高齢者の健康課題は、複数の慢性疾患やフレイル等の医療と介護の両面にわ

たる特性を有していることから、疾病予防等の保健事業と介護予防を一体的

に実施し、健康寿命の延伸と、医療費、介護給付費の適正化を図る。 

また、転倒、骨折予防をはじめとした高齢者の健康の保持増進のため、ポリ

ファーマシー（多剤服用に関連して薬物有害事象等のリスクが増加している

状態）に係る啓発を行う。 

27,779 

(28,553)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：母子保健対策費】

(34) 乳幼児健康診査事業費 

南北保健福祉センターで乳幼児健康診査を実施し、結果に基づき適切な指導

及び支援を行い、精密検査が必要な幼児に対しては医療機関で精密検査を実

施する。 

30,967 

(51,244)

《健康診査の推移》                     （単位：人）

受診者数 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

4 か月児 

健康診査 
3,279 3,765 3,674 3,600 3,300 3,500

9～10 か月児

健康診査 
3,290 3,741 3,343 3,600 3,600 3,500

1 歳 6か月児

健康診査 
3,202 3,504 3,499 3,600 3,400 3,500

3 歳 6か月児 

健康診査 
3,172 2,043 3,143 3,500 3,400 3,500

(35) 母子保健相談指導事業費 

女性のための健康教育や健康相談業務を実施するとともに、子どもが健やか

に生まれ育つための発達相談や療育教室、虐待予防のための子育て支援講座

や専門研修などの事業を実施する。 

① 生涯を通じた女性の健康支援事業 

② こどもの健康づくり事業 

6,395 

(6,343)



(36)

主要

No.28

妊産婦健診事業費 

子育て支援の一環として、妊婦健診に係る費用を助成することで、確実な受

診の促進を図り、医療機関と連携した要支援者の早期把握・早期支援を行

う。 

令和 5 年度からは、心身の変調が起こりやすい産後 2 週間・1 か月の産婦に

対して、産婦健康診査費用を助成することで、医療機関との連携強化を図り

つつ、心身の不調を抱える妊産婦を早期の支援につなげるとともに、子育て

世帯の経済的負担の軽減を図る。 

334,590 

(309,762)

《助成の推移》                             （単位：件） 

 妊婦健診 産婦健診 

元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 5 当初 

助成件数 46,806 46,344 44,431 46,695 36,236 38,164 6,065

(37)

主要

No.31

不妊・不育症支援事業費 

不妊症や不育症への理解を深める普及啓発を図るとともに、医療保険が適用

されない不育症検査・治療や夫婦がそろって行う不妊症検査に要する費用を

助成し、経済的な負担の軽減を図る。 

また、令和 5 年度からは、不育症治療及び不妊治療ペア検査について、これ

までに設けられていた所得制限（夫婦合算の所得額が 400 万円未満）を撤廃

し、助成対象者を拡大する。 

1,466 

(2,820)

  《助成の推移》                             （単位：件） 

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

不妊治療ペア検査 ― ― 3 120 10 10

不育症治療支援 5 3 3 6 8 12

不育症検査費用 ― ― 0 1 1 1

(38) こんにちは赤ちゃん事業費 

子育て支援の一環として、生後概ね 2 か月頃の乳児のいるすべての家庭を訪

問し、子育て情報を提供し、母子の状況や養育環境を把握することにより、

必要なサービス提供等へつなげる。 

672 

(663)

(39) 育児支援専門員派遣事業費 

子育てに対する不安やストレスを感じている家庭に育児支援専門員を派遣

し、育児相談や指導を通して養育力の向上を図る。 

4,065 

(4,845)

(40) 産後ケア（訪問型）事業費 

母子健康包括支援センターにおける支援計画に基づき、乳房ケアや授乳支

援、育児指導等が必要な母子に対し、退院直後から助産師によるケアや育児

指導等を切れ目なく行い、産後の育児不安を軽減する。 

2,885 

(6,095)

(41)

主要

No.29

産前産後ヘルパー派遣事業費 

育児への不安や負担が生じやすい妊娠中及び出産後 1 年以内の子育て家庭に

対し、ホームヘルパーを派遣し、産前産後の生活をサポートすることで、家

事や育児の負担を軽減するとともに、妊産婦等の不安や孤立感の解消を図

る。 

5,781 

 (0)



(42) 養育医療給付事業費 

医師が入院養育を必要と認めた出生体重が 2,000 グラム以下の乳児や生活力

が特に乏しい乳児等に必要な医療の給付を行う。 

実施場所 指定医療機関 

49,870 

(45,167)

(43)

主要

No.55

口腔衛生事業費 

歯と口の健康に関する正しい知識の普及と歯科疾患の早期発見、早期治療を

促進することにより、市民の健康の保持増進を図る。 

また、令和 5 年度からは、「歯と口の健康週間」にあわせて実施するイベン

ト型の啓発事業の内容を見直す。 

2,166 

(3,583)

(44)

主要

No.30

母子歯科保健対策事業費 

歯周病が重症化しやすい妊娠期、また、乳歯がはえそろってくる 2 歳児とそ

の保護者を対象に歯科健診及び口腔衛生指導を実施し、早期から口腔衛生の

正しい知識を普及啓発することで、生涯を通じて健全な歯と口の健康づくり

を支援する。 

令和 5 年度は、妊婦歯科健診について、妊婦の利便性向上を図るとともに、

妊娠期間中の口腔疾患悪化やそれに伴う早産、低体重児出産のリスク低減の

ため、市内の歯科医院での個別受診化を行う。 

9,970 

(6,851)

(45) 母子健康手帳作成事業費 

母子の健康管理を推進し、妊産婦及び乳幼児の基礎的な記録として保健指導

時に活用するため、母子健康手帳を作成し、妊婦へ交付する。 

また、電子母子手帳アプリの活用を進め、子育てサポートに努める。 

2,344 

(1,672)

(46) 出産・子育て応援給付金関係事業費 

出産や子育てに係る妊産婦等への経済的支援を実施するとともに、課題を抱

える妊産婦等を必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

387,049 

(0)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：公衆衛生費】 

(47) 環境衛生対策事業費 

環境衛生に起因する健康被害の発生を防止するため、環境衛生関係営業施設

に対する許認可、監視指導及び行政検査を行うとともに、市民からの相談に

対応することにより、公衆衛生の向上を図る。 

1,562 

(1,505)

(48) 食品衛生対策事業費 

食品による事故を防止するため、関係施設に対する許認可、行政検査及び監

視指導等を行うとともに、市民に対しては家庭における食中毒予防の出前講

座等を通して、「食」の安全に関する知識を深めることで意識の向上を図

る。 

また、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の定着を図るため、運用状

況を確認するとともに、取組が不十分な施設等においては、業態や施設の状

況に応じて助言・指導する。 

3,689 

(3,557)

 (49) 地方卸売市場食品検査所維持管理事業費 

地方卸売市場食品検査所の施設維持管理経費 

① 設立年 昭和 46 年（尼崎市潮江 4丁目 4－1、地方卸売市場内） 

② 管 理 直営管理

93 

 (130)



(50) 尼崎市環境衛生協会委託料 

環境衛生水準の向上を図るため、自主点検制度の推進、手指・器具消毒推進

月間を設け、営業者に対して衛生管理の啓発活動を実施する。 

171 

 (199)

(51) 尼崎市食品衛生協会委託料 

食品衛生水準の向上を図るため、指導員による食品関係施設への巡回指導や

衛生講習会の開催等、事業者に対する衛生思想の啓発活動を実施する。 

1,426 

 (1,486)

(52) 公衆浴場施設整備資金利子補給金 

公衆浴場の衛生水準の向上及び経営の健全化を図るため、施設整備資金の利

子補給を行う。 

① 対象者  日本政策金融公庫から施設整備資金を借入れた一般公衆浴場 

の営業者 

② 内 容  支払った利子のうち一部を 7年間に限り補給する。 

168 

 (21)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：動物愛護センター費】 

(53) 狂犬病予防対策事業費 

犬の登録管理等を通じ狂犬病の発生及びその蔓延を防止する。また、犬の鑑

札及び狂犬病予防注射済票交付事務を効率的に行う。 

4,074 

(3,855)

《犬の鑑札交付等の推移》                        （単位：件）

 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

鑑札交付数 1,348 1,459 1,437 1,363 1,503 1,415

注票交付数 11,992 11,842 11,833 12,014 12,050 11,888

(54) 動物愛護センター維持管理事業費 

動物愛護センターの施設維持管理経費 

① 竣工年 平成 10 年（西昆陽 4丁目 1－1兵庫県動物愛護 

センター内 1階及び 2階の一部分） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造 2階建て 

      延べ床面積 269.58 ㎡ 

敷地面積  236.67 ㎡ 

③ 管 理 直営管理 

4,827 

(26,479)

(55) 動物愛護対策事業費 

動物愛護思想の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人への危害防

止並びに公衆衛生の向上を図るとともに、動物愛護思想の普及啓発を行う。 

1,953 

(1,678)

(56) 地域猫活動を核とした地域コミュニケーション活性化事業費 

野良猫による地域での迷惑に対し、「地域が主体となって不妊手術等を行い次

世代の野良猫を増やさないようにする事で野良猫を減らしていく活動」を支援

するため、不妊手術費用の助成を行う。 

（雌猫1.3万円／1件、雄猫9千円／1件上限） 

1,000 

(1,000)



(57) 動物愛護基金積立金 

尼崎市動物愛護基金条例に基づき、動物愛護管理寄付金と基金運用収入を同

基金へ積み立てる。 

21,429 

 (7,387)

  《基金残高の推移》                          （単位：千円）

元末残高 2 末残高 3 末残高 4 末残高 5 積立 5 取崩 5 末残高 

47,048 49,179 21,660 38,074 21,429 13,509 45,994

(58) 動物愛護推進強化事業費 

動物愛護管理施策の更なる推進を図るため、動物愛護基金を活用して、①野

良猫不妊手術費用一部助成、②多頭飼育猫不妊手術費用一部助成、③団体譲

渡動物の不妊手術費等の支援、④収容犬のトリミング、⑤動物愛護基金のＰ

Ｒパンフレット等の作成を行う。 

13,509 

(11,439)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：そ族昆虫駆除費】 

(59) そ族昆虫駆除事業費 

衛生害虫等の発生源への薬剤散布業務を実施する。また、そ族昆虫に関する

相談等の業務を行う。 

6,793 

(9,020)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：墓地、斎場費】 

(60) 斎場・墓園指定管理者選定委員会関係事業費 

指定管理者選定に係る経費 

20 

 (0) 

(61) 斎場指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による弥生ケ丘斎場の管理運営経費 

① 竣工年 平成 15 年（弥生ケ丘町 1－1） 

② 構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 階建 1棟 

      延べ床面積 3,345.67 ㎡  

      敷地面積  3,906.26 ㎡ 火葬炉数 13炉 

③ 管 理 指定管理 令和元～5年度・（公財）尼崎環境財団 

196,652 

 (196,146)

《火葬の推移》                           （単位：件）

件数 元決算 2 決算 3 決算 4 当初 4 決見 5 当初 

大人 4,793 4,976 5,235 5,106 5,356 5,246

小人 13 6 6 6 3 5

死産児 58 39 38 37 46 46

胞衣等 739 706 630 706 580 605

合計 5,603 5,727 5,909 5,855 5,985 5,902

(62) 墓園指定管理者管理運営事業費 

指定管理者による尼崎市墓園の管理運営経費 

① 開始年 尼崎市弥生ケ丘墓園 昭和 30年（弥生ケ丘町 2－1） 

      尼崎市西難波墓園  昭和 34年（西難波町 2丁目 

11－18） 

② 現状等 尼崎市弥生ケ丘墓園 5,250 基  48,022ｍ2

      尼崎市西難波墓園  1,410 基   2,577ｍ2

③ 管 理 指定管理 令和元～5年度・（公財）尼崎環境財団 

16,860 

(17,329)



(63) 斎場整備事業費 

継続的に安定した斎場運営を図るため、火葬炉関係設備の定期整備を実施す

る。 

73,200 

 (76,270)

(64) 墓園整備事業費 

弥生ケ丘墓園の適切な維持管理及び整備を行う。 

5,866 

 (10,675)

【款：衛生費 項：保健衛生費 目：公害病補償費】 

(65) 公害病補償事業費 

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染の健康被害者の損害

を補填するための補償給付を行う。 

2,562,285 

(2,661,184)

《公害病認定患者の推移》                          （単位：人）

 30 年度末 元年度末 2 年度末 3 年度末 4 年度末見込 

認定患者数 1,648 1,589 1,515 1,479 1,407

【款：衛生費 項：保健所費 目：保健所費】 

(66) 保健所維持管理事業費 

保健所の施設維持管理経費 

① 竣工年 平成 12 年（七松町 1丁目 3－1－502、 

フェスタ立花南館の 5階部分）   

② 構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 27 階建て 

延べ床面積 66,635.35 ㎡ 

敷地面積   9,646.37 ㎡ 

③ 管 理 直営管理 

76,392 

(95,656)

(67) 保健所等事業費 

保健所等における各種協議会の運営や調査事業を行う。 

 内 容 国民健康・栄養調査、医療安全推進協議会など 

1,128 

(1,181)

(68) 地域いきいき健康プランあまがさき策定事業費 

「健康寿命の延伸」に向けて、市民とともに健康づくりに取組む「第 3次地

域いきいき健康プランあまがさき」の次期計画を策定する。 

3,800 

(3,726)

(69) 石綿読影の精度に係る調査事業費 

国の委託事業として、既存検診を活用して石綿関連疾患に着目した読影を自

治体及び国で実施し、その結果を照合すること等で、石綿読影の精度の向上

に向けた知見を収集する調査事業を行う。 

10,641 

 (10,526)

(70)

主要

No.59

石綿ばく露胸部ＣＴ検査助成事業費 

石綿ばく露による健康被害の不安の解消と健康管理の向上のため、石綿読影

の精度に係る調査事業を新規受診する者等で、一次読影及び二次読影におい

て胸部ＣＴ検査不要と判断された者が、胸部ＣＴ検査を希望し受診した場合

にその費用を助成する。 

2,476 

(0)



(71)

主要

No.57

食育推進事業費 

第 2 次尼崎市食育推進計画に基づき、地域で食育活動を行うボランティアの

育成・支援、乳幼児から若い世代を対象とする食育講座や食育懇話会の運営

等を通じ、市民の健全な食生活の推進を図る。 

令和 5 年度からは、子ども向けのより実践的な食育を推進する観点から、子

ども食堂の取組を支援する。

1,554 

(881)

(72) 精神保健事業費 

精神疾患の早期治療・早期対応のための啓発を行うとともに、疾病の再発･再

燃防止及び社会復帰を図るための適切な日常生活の指導や支援、長期入院患

者への退院支援を行う。また、自殺対策計画に基づき、ゲートキーパーの育

成や啓発等を行い自殺者の減少を図る。 

7,627 

(7,614)

(73)

主要

No.58

常時在宅人工呼吸器非常用外部バッテリー整備事業費 

常時在宅人工呼吸器使用者の災害時等の備えとして、非常用外部バッテリー

の購入に係る費用の 9割（購入補助限度額 6万 3千円）を助成する。 

① 対 象 者 常時、在宅にて人工呼吸器を使用している市民  

② 対象用品 現在、使用している人工呼吸器の外部バッテリー（専用バッ

テリー）  

③ 耐用年数 5 年 

3,174 

(0)

【款：衛生費 項：衛生研究所費 目：衛生研究所費】 

(74) 衛生研究所維持管理事業費 

衛生研究所の施設維持管理経費 

① 竣工年 平成 5年（南塚口町 4丁目 4－8、 

市民健康開発センター ハーティ 21 の 5 階部分） 

② 構造等 鉄筋コンクリート造地下 1階・6階建て 

           延べ床面積 10,247.54 ㎡ 

      敷地面積   4,796.89 ㎡ 

③ 管 理 直営管理 

57,226 

(55,845)

(75) 衛生研究所事業費 

行政機関等からの依頼に基づき、食品の規格やウイルス等感染症の病原体、

河川・工場排水の水質等に関する試験検査等を行う。 

9,305 

 (28,419)


